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１ 【半期報告書の訂正報告書の提出理由】

平成20年10月31日に提出いたしました第37期中(自　平成20年２月21日　至　平成20年８月20日)に係る半

期報告書の記載内容の一部に誤りがありましたので、これを訂正するために半期報告書の訂正報告書を提

出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

　第一部　企業情報

　　第４　提出会社の状況

　　　１　株式等の状況

　　　　(2) 新株予約権等の状況

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は、　　　を付して表示しております。

　第一部 【企業情報】

　　第４ 【提出会社の状況】

　　　１ 【株式等の状況】

　　　　(2) 【新株予約権等の状況】
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（訂正前）

　　　第１回新株予約権

平成19年５月８日の株主総会の決議及び平成20年３月11日の取締役会の決議により発行した新株予

約権は、次のとおりであります。 

　 中間会計期間末現在 提出日の前月末現在

　 (平成20年８月20日) (平成20年９月30日)

新株予約権の数（個） 　　 　　     　 63 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） 　　　　　　　　 ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 　　  　　  　6,300　　 (注) 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 　　　　　　　　 １ 同左

新株予約権の行使期間 平成20年5月21日～平成35年5月20日 同左

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格       　１
同左

資本組入額     　１

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権を割り当てられた者
は、権利行使時においても当社の
取締役の地位にあることを要す
る。ただし、当社の取締役を退任し
た場合であっても、退任日から５
年以内に限って権利行使ができる
ものとする。

② 新株予約権については、その数
の全数につき一括して行使するこ
ととし、これを分割して行使する
ことはできないものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡し、またはこれを
担保に供することはできない。

同左

代用払込みに関する事項 ─ ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関
する事項

─ ─

(注) 　　当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。

ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数に

ついてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

　　調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率

また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を

必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整す

るものとする。

なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものと

する。
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（訂正後）

　　　第１回新株予約権

平成19年５月８日の株主総会の決議及び平成20年３月11日の取締役会の決議により発行した新株予

約権は、次のとおりであります。 

　 中間会計期間末現在 提出日の前月末現在

　 (平成20年８月20日) (平成20年９月30日)

新株予約権の数（個） 　　 　　     　 63 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） 　　　　　　　　 ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 　　  　　  　6,300　　 (注1) 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 　　　　　　　　 １ 同左

新株予約権の行使期間 平成20年5月21日～平成35年5月20日 同左

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格      1,309　　 (注2)
同左

資本組入額      655

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権を割り当てられた者
は、権利行使時においても当社の
取締役の地位にあることを要す
る。ただし、当社の取締役を退任し
た場合であっても、退任日から５
年以内に限って権利行使ができる
ものとする。

② 新株予約権については、その数
の全数につき一括して行使するこ
ととし、これを分割して行使する
ことはできないものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡し、またはこれを
担保に供することはできない。

同左

代用払込みに関する事項 ─ ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関
する事項

─ ─

(注) １　当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとす

る。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数

についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

　　調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率

また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を

必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整す

るものとする。

なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものと

する。

２　発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額（１株当たり１円）と付与日における新株予約権の公正な評価単

価（１株当たり1,308円）を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相

当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
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